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定期点検整備の促進と不正改造車排除を図るため、標記街頭検査が実施されました。 

なお、検査結果は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

※甲府南支部の皆様、ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

    「春の全国交通安全運動」の一環として点検整備啓発活動が下記のとおり行われ、点検整備

促進チラシ等の配布を行いました。 

 

 

 

 

 

 

※韮崎支部の皆様、ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

  

フロン類回収業者は自動車リサイクル法の規定により、フロン類再利用等年次報告の義務が

あります。 

使用済自動車から回収したフロン類に関し、平成２１年度（平成２１年４月１日～平成２２

年３月３１日までの期間）に自動車メーカー等に引き渡した量及び再利用した量、並びに平成

２２年３月３１日時点での保管量について、本年４月中に情報管理センター（財団法人自動車

リサイクル促進センター）へ報告することになっております。まだ、報告をしていない事業場

がありましたら早急に報告をお願い致します。 

※フロン類の取扱い件数が０のフロン類回収業者の方も年次報告を行う義務があります。 

 

財団法人リサイクル促進センター 

ホームページ http://www.jars.gr.jp/ 

お問い合せ先 ０３－５６７３－７３９６ 

            
 

 

街頭検査実施結果について 

フロン類回収業者に登録の事業場の皆様へ 

点検整備啓発活動について 

日　時 実施場所 参　加　者 摘　要

運輸支局　　 　  ３名 総検査車両数   １２７台
独立行政法人　 　２名 不良車両数       １１台
甲府南支部　　   ５名    内整備命令      １台
振興会   　　    ２名    口頭警告      １０台
軽検協　　　　 　１名 車検切れ 　     　 ０台

甲府昭和ＩＣ
(中央高速)

４月８日（木）
　１３:３０～
　　　１５：００

日　時 実施場所 参　加　者

運輸支局　　 　 ４名

韮崎支部　  　  ５名

振興会   　　   ２名

４月１４日（水）
　１１：００～
       １２：００

中央自動車道
双葉サービスエリア
（下り線）



 

 

 

 

国内大型メーカー４社は、排出ガス規制・ポスト新長期規制 

適合車の内、おおよそ車両総重量１２トン以上の１９.５インチ 

と２２.５インチのホイールを装着するトラックとバスに新・Ｉ 

ＳＯ方式ホイールが全面的に採用されます。 

   （社）日本自動車工業会では、新・ＩＳＯ式ホイールの正し 

い取扱い方法を解説したパンフレットを作成しましたので配布 

致します。 

タイヤ交換作業時には、新・ＩＳＯ方式の車両かＪＩＳ方式 

の車両か確認したうえで作業していただくようお願いいたしま 

す。（従来のＩＳＯ方式車の一部は、左車輪に左ねじを使用しま 

す。） 

   ＩＳＯ方式かＪＩＳ方式かの確認は、車両のキャブ内に貼付 

されたコーションラベル等で確認してください。 

 

 
 

 

日整連では「 自動車整備業界における地球温暖化防止のための自主行動計画」の推進のた

めに、具体的な取り組み内容のポスター「ＣＯ２排出量－５％を目指して」を全会員工場に配

布しました。 

今般、地球温暖化防止のための取り組みを更に推進するために、整備事業者自身が取り組み

の効果を把握できる「自動車整備事業場用 環境家計簿システム」を構築し、日整連のホーム

ページに公開しております。 

本システムを積極的に活用していただくことにより、地球温暖化防止の推進とともに経費削

減につなげて頂きますようお願いします。 

（ＪＡＳＰＡ５月号２８ページ参照） 

日整連のホームページ  http://www6.jaspa.or.jp/hbenv/ 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力したエネルギー使用量からＣＯ２排出量を算出し、グラフを作成しますので取り組みの

効果が一目でわかります。 

 

環境家計簿システムの構築について 

年間記帳画面 グラフ画面 

新・ＩＳＯ方式ホイール取扱いガイド 
（パンフレット配布）について 



 

  
昨年度に引き続き 『マイカー点検キャンペーン』（自動車点検整備促進全国キャンペーン）

を９月～１０月の２か月間を強化月間（ＰＲ等の活動は年間を通して実施します。）として実

施致しますので、本キャンペーンの実施促進方よろしくお願い致します。 

また、国土交通省では、平成２１年度に「自動車エコ整備に関する調査検討会」を設置し、

「点検整備の実施によるＣＯ２削減効果」の検証等を行い、報告書を発表しており本キャンペ

ーンにおいても本報告書のデータを活用して点検整備の推進等積極的な広報活動を展開しま

す。 

本キャンペーンは、自動車ユーザーの自動車に対する自主的な保守管理意識の高揚を図り、

自動車の適切な点検・整備の実施促進を通じて自動車の事故防止等に資するため、自動車ユー

ザーとのコミュニケーションを深め、自動車ユーザーに自動車の構造及び点検・整備について

の知識と理解を広めることを目的として、昭和６１年から実施しております。 

 

 平成２２年度マイカー点検キャンペーン実施要綱（抜粋）  

実施項目：キャンペーンの期間中に次の事項を実施 

（１）点検・整備推進にかかわる広報活動 

（２）点検・整備推進にかかわるイベントの開催等 

（３）自動車点検教室の開催 

（４）自動車ユーザーとのコミュニケーションの推進 

 

定期点検整備の実施によるＣＯ２削減効果データの活用 

       平成２１年度において実施した「定期点検整備実施によるＣＯ２削減効果 

に関する実証試験結果」を自動車点検整備推進運動において実施する広報 

活動等の機会に積極的に活用し、点検整備の推進を図る。 

（ＪＡＳＰＡ５月号２ページ参照） 

   「てんけんくん」をキャラクターにしたキャンペーンツールも昨年と同様に、のぼり、横断

幕、マイカーハンドブック、ウエットティッシュ、ハンドタオル等色々な種類が用意されてお

ります。キャンペーンツールを上手に活用し、点検整備の促進と集客アップにご利用下さい。 

 キャンペーンツール購入ご希望の事業場は、ＪＡＳＰＡニュース５月号をご覧頂き、指導課

までお申込み下さい。（６月４日締切） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ＪＡＳＰＡ５月号２４ページ参照） 

平成２２年度「マイカー点検キャンペーン」について 



 

 

 

 
「不正改造車を排除する運動」の実施に関する国土交通省通達がありましたのでお知らせ致

します。 

暴走行為、過積載等を目的とした不正改造は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに

排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因ともなっています。 

また、最近では、自動車のスタイルを重視する余り、マフラー等の自動車部品の取付けによ

り保安基準に適合しなくなる等、違法とは知らずに改造を行っているユーザーも見受けられま

す。 

国土交通省としては平成２２年度においても、全国的に不正改造車の排除のための諸活動に

なお一層強力に取り組むこととしたので、本運動の趣旨・実施事項等を踏まえご協力をお願い

します。 

 

「不正改造車を排除する運動」実施要領（抜粋） 

平 成 ２ ２ 年 ４ 月 

国土交通省自動車交通局 

第１  目 的 

我が国の自動車保有台数は、平成２１年１２月末現在で約７９０４万台を超えており、自

動車が国民生活に十分定着した移動・輸送手段となっている。一方、昨年の交通事故による

死者数は５７年ぶりに４千人台となったが、負傷者数は、近年減少しているものの、依然と

して年間９０万人を超える状況が続いている。 

このような状況の中、暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車は、安全を脅かし道路

交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因ともなって

いることから、その排除が強く求められているところである。 

また、最近では、自動車スタイルを重視する余り、マフラー等の自動車部品の取付けによ

り保安基準に適合しなくなる等違法とは知らずに改造を行っている自動車使用者も見受け

られる。 

このため、「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開することにより、車両の安全確

保・環境保全を図り、国民の安全、安心の確保を確実に実現する。 

 

第２  実 施 機 関 

国土交通省及び自動車関係３３団体で構成する「不正改造防止推進協議会」が中心となっ

て、内閣府、警察庁、農林水産省、経済産業省及び環境省の後援並びに自動車検査独立行政

法人、軽自動車検査協会の協力のもとに本運動を実施する。 

 

第３  実 施 期 間 

「不正改造車を排除する運動」は、年間を通じた運動とするが、平成２２年６月１日（火）

から６月３０日（水）までの１ヶ月間を「不正改造車排除強化月間」（以下「強化月間」と

いう。）とし、特に重点をおいて運動を実施する。 

   

 

 

 

 

 

 「不正改造車を排除する運動」への積極的な取組みについて 



第４ 重点実施事項 

１．重点排除項目 

次に掲げる不正改造事例の排除に重点をおいて「不正改造車を排除する運動」を実施す

るものとする。 

また、自動車使用者へのアンケートの結果等を踏まえ、特に認知度が高く社会的に排除

の要請が大きい（４）については、強化月間に行う街頭検査等において特に重点的に排除

に努めるものとし、認知度が低く、使用者が自覚せずに不正改造を行っているおそれのあ

る（１）、（２）、（３）及び（６）については、年間を通じ、広報等において特に重点的に

啓発に努めるものとする。 

（１）視認性、被視認性の低下を招く窓ガラスへの着色フィルム等の貼付及び前面ガラス

への装飾板の装着 

（２）クリアレンズ等不適切な灯火器及び回転灯等の取付け 

（３）タイヤ及びホイールの車体外へのはみ出し 

（４）騒音の増大を招くマフラーの切断・取外し及び基準不適合マフラーの装着 

（５）土砂等を運搬するダンプの荷台さし枠の取付け及びリアバンパの切断・取外し 

（６）基準外のウイングの取付け 

（７）不正な二次架装 

（８）大型貨物自動車の速度抑制装置の不正改造 

（９）ディーゼル黒煙を悪化させる燃料噴射ポンプの封印の取外し 

（１０）不正軽油燃料の使用 

 

２．重点実施事項 

（１）自動車使用者への啓発 

年間を通じ、重点排除項目にあるような不正改造の具体的な事例を紹介し、自動車

使用者の不正改造に関する認識向上を図る。この際、（第４）１．（１）、（２）、（３）

及び（６）について、特に重点的に認識向上に努めるものとする。 

また、強化月間においては、マスメディア等を併せて活用しつつ、自動車使用者（特

に１０代、２０代）に対し重点的かつ直接的に啓発活動を行う。 

（２）街頭検査の実施 

警察等関係機関の協力を得ながら街頭検査を実施する。その際には、原動機付自転

車も対象とし、不正改造されていた場合等には警告書を交付するとともに、報告を求

める。 

また、強化月間においては、（第４）１．（４）の排除に特に重点を置いた街頭検査

を実施するものとする。 

（３）支局等構内検査の実施 

申請や変更登録等のために支局等に来所した車両について、特に強化月間に重点を

おいて検査を行い、不正改造をしていた場合には整備命令書の交付等を行う。 

（４）迷惑改造車相談窓口（不正改造車１１０番）の設置・情報収集の充実 

年間を通じ、地方運輸局及び運輸支局に迷惑改造車相談窓口（以下、「不正改造車１

１０番」という。）を設置する等により、不正改造車に関する自動車使用者等からの相

談に応じるとともに、自動車使用者、関係事業者等から不正改造に関する情報を収集 

する。 

強化月間においては、不正改造車１１０番の認知度向上のための広報活動をすると

ともに、自動車使用者等に対し、積極的な情報提供を呼びかける。 

（５）不正改造車の自動車使用者に対し警告ハガキを送付 

年間を通じ、不正改造車１１０番に寄せられた情報等を基に不正改造車（疑わしい

車両を含む。）の自動車使用者に対して警告ハガキを送付し、不正改造部分の改修を促



すとともに、改修結果等の報告を求める。 

（６）アンケート調査の実施 

強化月間に実施するイベント等の機会をとらえ、自動車使用者等に対し、不正改造

に対する認識に関するアンケート調査を実施する。 

（７）不正な二次架装に対する報告徴収及び立入検査 

年間を通じ、不正改造等を行った者に対する報告徴収及び立入検査権限の規定を有

効に活用し、不正な二次架装の抑止・早期発見及び架装メーカー、販売会社、自動車

使用 者に対する指導等を行う。 

また、街頭検査における情報、不正改造車１１０番に寄せられた情報、警告ハガキ

の報告内容等を活用することにより、必要に応じて不正改造施工者に対する報告徴収

及び立入検査を行う。 

（８）整備事業者等による適正な整備・改造の推進 

整備事業者等においては、自動車使用者等に対し、不正改造事例の紹介及び自動車

部品・用品等の適切な取付方法等の周知を図るとともに、不正な改造となるような整

備・改造の依頼を受けないようにする等により、適正な整備・改造の推進を図る。 

 

各事業者の行うべき実施事項 

区分 実 施 事 項 実  施  内  容 

１)適正な整備・改造の 

推進 

① 日整連が作成する「不正改造防止マニュアル」等を活用するとと

もに、担当責任者等を定めて、改造の受注、点検・整備の実施及び

納車時の確認等の適正化に努める。 

② 不正な改造となるような整備等の依頼があった場合等には、自動

車使用者に対し、「不正改造となり、犯罪であること」を理解しても

らうよう努めるとともに、そのような依頼を受けないよう、従業員

を啓発する。 

③ 車検取得後に不正に二次架装をされた車両が入庫した場合には、

復元、記載変更の手続き又は構造変更の手続きが必要であること及

び手続きについて車両を購入した販売店又は車両を架装した架装メ

ーカーに相談すべきことを、使用者に対して周知する。 

２)従業員に対する 

指導等 

  「不正改造防止マニュアル（日整連作成）及び「不正改造車排除マ

ニュアル」（日整連作成）を活用しつつ、不正改造の防止に係る整備主

任者、自動車検査員等に対する指導を実施する。 

 また、本運動の趣旨、実施事項等について併せて周知する。 

３)自主点検の実施 

 

  事業場ごとに運動実施責任者を選任し、従業員等の車両を含む事業

場内の車両の状況（不正改造の有無）、不正改造防止についての事業場

内の管理体制、不正改造車への対応と措置等について、点検票による

定期的な自主点検の実施に努める。 

 なお、運動実施責任者は、各事業場において、事業場の代表者、事

業場管理責任者等の従業員を監督する地位を有する者の中から選任す

ること。 

認
証
・
指
定
整
備
事
業
者 

４)不正改造車に関する 

情報等の提供 

  不正改造車に関する情報等を入手した場合には、運輸支局等に情報

を提供するよう努める。 

 
 



 

 

 

 

指定自動車整備事業を取得予定または社内異動等により新たに事業場管理責任者等に選任

された方及び選任予定の方等を対象として指定整備事業における「事業場管理責任者等の責

務」を基本とした講習会を下記により開催します。 

 講師については山梨運輸支局専門官、振興会職員を予定しております。 

 

  ◇日 時   平成２２年５月２５日（火）１３：３０～１７：００ 

                           （受付 １３：００） 

  ◇場 所   (社)山梨県自動車整備振興会 大講堂 

            

  ◇講習費用  ５,０００円(資料代含む) ※当日徴収します。 

                    但し、「指定整備工場のためのマニュアル」（振興会関東ブロック連絡協議会

発行）をお持ちの方は２,０００円 

 

  ◇申込方法    ５月１８日(火)までに巻末申込書にご記入のうえ、振興会までＦＡＸにてお申 

し込み下さい。  

         ＦＡＸ ０５５－２６３－４４２０ 

 

◇持参品   筆記用具  

 

◇お問合せ   (社)山梨県自動車整備振興会 指導・教育部門 

                  ＴＥＬ ０５５－２６２－４４２２ 

 

 

 

 

 

 

 

  標記検定が下記により実施されます。 

指定整備工場においては、騒音計有効期間（前回検定から５年間）の確認を行い、該当する

場合は必ず検定を受けられますようお知らせいたします。 

検定の有効期限を越えてしまいますと、指定整備が行えませんのでご注意下さい。 

 

◇日 時  平成２２年５月２７日（木）１０：００～１５：００ 

                 (受付 １０：００～１４：００) 

◇場 所  (社)山梨県自動車整備振興会 実習場 

◇実施者  （財）日本品質保証機構 計量計測センター 

      ＴＥＬ ０３－３４１６－５５６２ 

◇検定料  １９,１００円 

 

 

 

 
 

騒音計校正のお知らせ（指定工場の皆様へ） 

事業場管理責任者等（基礎）講習会の開催について 
ブ



 
 

     

 

標記講習会を下記により開催します。 

ＣＮＧ自動車の燃料装置の点検整備を行うためには、「ＣＮＧ自動車構造等取扱基準」に基づき運輸 

支局の行なうＣＮＧ自動車に関する講習を修了した方を、点検整備責任者に選任する必要があります。  

既にＣＮＧ講習を修了されている方は受講する必要はありません。 

 

◇ 講 習 日   平成２２年６月２３日（水） ９：３０～１７：００ 

◇ 場  所   (社)山梨県自動車整備振興会 

◇ 対 象 者   （１）整備主任者 

           （２）自動車検査員 

           （３）整備管理者又は整備管理者に準ずる者 

◇ 受付期間   平成２２年５月１０日（月）～６月１１日（金）まで 

◇ 受 講 料   ８,０００円（テキスト代含む） 

◇ 申し込み   申込書は、振興会指導・教育窓口に用意してあります。 

また、振興会ホームページ http://www.ams.or.jp の会員ページの『振興会

からのお知らせ』からもダウンロードできます。 

 

必要事項を記入の上、受講料を添えて指導・教育部門までお申し込み下さい。 

 

 

 

 
 

 

 

会報４月号で募集のお知らせをしました標記教習・講習の日程は下記のとおりです。 

（受付期間：平成２２年５月１０日(月)～５月１４日(金)まで） 

 

自動車検査員教習 

◇教習日程  平成２２年６月１５日（火）・１７日（木）・１８日（金）・２１日（月） 

９：００～１７：００（４日間） 

◇試 問 日  平成２２年７月６日（火） 

◇場  所  (社)山梨県自動車整備振興会 

 

 自動車検査員特別講習 

◇講習日程  平成２２年６月２９日(火)・３０日(水)・７月２日(金) 

       ９：００～１７：００（３日間） 

◇場  所  (社)山梨県自動車整備振興会 

 

 

 

 

 

 

 圧縮天然ガス（ＣＮＧ）自動車講習会を開催します 

平成２２年度第１回自動車検査員教習・特別講習日程について 



 

 

 

 

 

自動車の故障探求に、今後なくてはならない機器となった外部診断機！ 

講習所所有の外部診断機等を使用して、機器の取扱い方法及び実車での簡易な故障探求を行い

ます。この機会にスキャンツールの使用方法を学んでみませんか？ 

講習時間は３時間、午前及び夜間のコースを予定しています。 

 

◇ 研 修 日  平成２２年７月 １日（木）午前コース  ９：００～１２：００ 

                       夜間コース １８：３０～２１：３０ 

               ８月１９日（木）午前コース  ９：００～１２：００ 

                       夜間コース １８：３０～２１：３０ 

◇ 場   所  (社)山梨県自動車整備振興会 

 

◇ 担当講師  技術講習所 専任講師 

 

◇ 講習内容   スキャンツール（日立ＨＤＭ３０００等）コードリーダー（３１１１ＪＰ） 

等を使い、機器の取扱い方法と実車での簡易な故障探求 

 

◇ 持 ち 物  サーキットテスタ（デジタルまたはアナログ）、筆記用具 

 

◇ 受 講 料  ３,０００円（テキスト代含む） 【注意 夕食の準備はありません】 

         （申込後の未受講において、受講料の返金は出来ませんのでご了承下さい。） 

 

◇ 定    員  各コース先着１０名（各コース定員になり次第締切とさせて頂きます） 

 

◇ 受付期間   ５月２４月（月）～６月１８日（金） 

 

◇ 申込方法  申込書は、本誌巻末・教育課窓口にあります。また、振興会ホームページ 

（http://www.ams.or.jp/index2.html）の「会員ページ」からもダウンロー 

ドできます。 

 

必要事項を記入の上、受講料を添えて教育課までお申し込み下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部診断機等取扱研修会のお知らせ 


